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住宅性能表示の今後と所有者不明土地の今後

今回の日合商解説（vol.41）では、住宅性能表示と⾧期優良住宅認定の一体申
請や住宅性能表示制度の見直しスケジュール、そして所有者不明土地等の問題
対策推進の工程表について解説していきます。
対応すべき内容について、これらの内容をビジネスフェーズでどのように対策
を取っていくことが望ましいか述べていきます。

「住宅性能」と「不動産」の今後を読み解く上で重要な施策

① 住宅性能表示と⾧期優良住宅認定の一体申請
② 住宅性能表示制度の見直しスケジュール（案）
③ 所有者不明土地等問題対策推進の工程表（案）
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住宅性能表示と⾧期優良住宅認定の一体申請①

住宅性能表示と⾧期優良住宅認定の一体申請が２０２２年
（令和４年）２月２０日より施行となりました。今までこ
の二つの申請は別々に行われなければなりませんでしたが、
登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請と併せて⾧
期住宅認定の申請が可能となりました。

これはDX（デジタルトランスフォーメーション）にも通
ずる内容で、申請・審査面で生産性向上が図られようとし
ています。社内で申請を担う人材や外部に依頼している場
合は、この変化に関する対応も注視しておく必要がありそ
うです。



住宅性能表示制度の見直しスケジュール（案）②

住宅性能表示制度自体も２０２
２年に入り、断熱等級６・７
（戸建住宅）からスタートしま
す。告示交付は同年１０月１日
施行予定となっています。
住宅商品の在り方にまで影響を
及ぼす今回の住宅性能表示制度
は、単に対応すれば良いという
ことだけではなく、先々の国の
施策を見据えておくことも必要
です。

なぜなら、省エネ性能
にさらなる上位等級が
出るのは、ZEH普及を
推進する為、またこれ
により脱炭素社会に向
けた家づくりの質向上
を推進する目的がある
と考えられます。
新等級に６・７を設置
するのはより詳細に住
宅の断熱性能を選別で
きるようにする為です。

また、２０２５年には
省エネ基準適合義務化
が待ち構えていますが、
その前に省エネ性能の
底上げが入ってくると、
市場での住宅性能提案
は必然的に底上げに
なっていくことが予想
されます。

一方、既存住宅にもこ
の傾向は出てくること
が予想されます。今回
の施策は新築住宅だけ
でなく、戸建住宅・共
同住宅にかかってきま
す。



話題の「所有者不明の土地問題」の工程表が出ています。これによると施行は２
０２３年（令和５年）の予定です。
これにより管理がなされていない、または管理が適正ではない所有者不明土地に
対する代理執行等が推進されます。

土地が国庫に戻る国庫帰属制度により、所有者不明土地の有効活用を推進しよう
とするのが国の施策です。しかし、重要なことは、この施策によって新たに起こ
る土地・不動産の相続問題です。不動産が相続・譲渡される際には「利活用」の
問題がついてまわります。承継された不動産をどのように活用するかは地場の事
業者の「提案力」によって異なってきます。

未使用・未活用の不動産案件を早い段階で、情報抽出し、「利活用」提案によっ
て対応することができるかが、地場住生活事業者のポイントになりそうです。
単なる国の施策としてとらえるのではなく、マーケット状況を鑑みて適切な対策
を立て、早い段階で事業展開が出来るように市場開拓が必要とされる重要な項目
です。

所有者不明土地等問題対策推進の工程表（案）③


